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�愛媛県告示第１０６２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１７２条第２項の規定により、愛

媛県内水面漁場管理委員会委員として、次の者を令和６年１２月１日

選任した。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６３号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示

第２７６号）の一部を次のように改正する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

高 田 光 一 愛媛県北宇和郡鬼北町大字
出目１９９１番地 現 職 委 員

採捕、養殖
又は増殖を
する者の代
表

白 石 勝 � 愛媛県松山市中村二丁目８
番６号 団 体 役 員

鈴 木 貴 明 愛媛県松山市来住町４４０番
地９ 団 体 役 員

畑 啓 生 愛媛県松山市文京町２番５
号 大 学 教 授

斉 藤 智 子 愛媛県松山市菅沢町乙６４２
番地３

ＮＰＯ法人
代表

学識経験者 垣 原 登志子 愛媛県松山市石手五丁目５
番２９号 大 学 教 授

山 本 貴 仁 愛媛県西条市大町１９５番地
１

ＮＰＯ法人
代表

天 野 通 子 愛媛県松山市樽味三丁目５
番７号 大学准教授

種 別 氏 名 住 所 職 業

岡 村 重 治 愛媛県西条市中野甲１３１０番
地 団 体 役 員

漁業者代表 本 多 義 雄 愛媛県伊予郡松前町中川原
５４８番地 現 職 委 員

毎週（火・金）曜日発行 第５６７号 令和６年１２月６日

令和６年１２月６日金曜日 第５６７号
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�愛媛県告示第１０６４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町１丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� ＬＣＰトレイ洗浄機�１

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１総合排水処理施設

改 正 後 改 正 前

番号 海岸名 市町村 管理者 延長 区域 番号 海岸名 市町村 管理者 延長 区域

１・２

省略

１・２

省略

１～９８

省略

１～９８

省略

９９ 豊後水道東沿岸

真穴漁港海岸

真網代地区海岸

省略 ９９ 豊後水道東沿岸

真網代漁港海岸

省略

豊後水道東沿岸

真穴漁港海岸

大釜地区海岸

省略 １００ 豊後水道東沿岸

大釜漁港海岸

省略

豊後水道東沿岸

真穴漁港海岸

穴井地区海岸

省略 １０１ 豊後水道東沿岸

穴井漁港海岸

省略

１００及

び１０１

廃止

１０２～

１８３

省略

１０２～

１８３

省略

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３２

最大 ４８

備考 特定施設の汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第３３号 ロ 水洗施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たりトレイ１，７００枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに
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� �３総合排水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５０．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．５

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 ３５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

通常 ２．２

最大 ３５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０１

最大 １５．００

通常 １．０１

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 汚水等は、�３排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処理施設の種類及び型式 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

沈降槽：
縦９５メートル 横６０メートル
深さ ２メートル

中和槽：
縦４８メートル 横６０メートル
深さ２．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降・中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

設 置 年 月 日 昭和５３年８月３１日

処理施設の種類及び型式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

集水槽：
縦１０メートル 横１０メートル
高さ ５メートル

沈降槽：
縦２００メートル 横１０メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．５

最大 ２０．０

通常 １２．５

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 ３５．０

通常 ４．０

最大 ３５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０４

最大 １５．００

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。
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�愛媛県告示第１０６５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｚ－７１３

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ酸素曝気式活性汚泥処理施設

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処理施設の種類及び型式 中和、酸素曝気式活性汚泥、凝集、沈殿

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処理施設の種類及び型式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 散気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５４７．１

最大 １，２４２．１

通常 １１３．２

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５９０．７

最大 ８６２．１

通常 ２９．０

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６１７．３

最大 ７１７．６

通常 ２４９．１

最大 ２４９．１

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０．２

最大 ６８．９

通常 ４．４

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４，９１１

最大 １７，９４３

通常 １４，９１１

最大 １７，９４３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １８０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．０

最大 ７．５

備考 特定施設の汚水等は、シアン排水処理設備（北特排）へ送液する。

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。別表第１第４６号 ロ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１２立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１７年７月９日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５，０００

最大 ６７，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６５０

最大 ９７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２００

最大 １，８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０１

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。
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８５６

� シアン排水処理設備

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ２０

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．５

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．０

最大 ７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５．１

最大 １００．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５７

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３８，６６８

最大 ３２０，６１１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５

最大 ７７

通常 ４５

最大 ７７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５３１

最大 ６３６

通常 ５２９

最大 ６３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８３４

最大 ２，３６９

通常 １，８４５

最大 ２，３８０

設 置 年 月 日 昭和６０年３月３０日

処理施設の種類及び型式 攪拌機付コンクリート槽

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ４メートル 横 ４メートル
高さ ４メートル
４槽

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 晒液酸化分解処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４４．７

最大 １，８６７．０

通常 １，３３６．８

最大 １，８５９．０

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸素曝気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１２．０

最大 ８．０～１２．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６２９．１

最大 １，１６２．６

通常 １２４．７

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４５．５

最大 ８８１．５

通常 １８．０

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９５９．０

最大 １，５００．２

通常 １７４．７

最大 ２１２．３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．７

最大 ３１．９

通常 ２．２

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，６１９

最大 １０，２００

通常 ８，６１９

最大 １０，２００
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�愛媛県告示第１０６６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社

茨城県ひたちなか市堀口７５１

代表取締役社長 小澤 英彦

２ 事業場の名称及び所在地

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社

西条工場

西条市ひうち８－６

３ 特定施設に関する事項

� Ｅ－９４

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 弗素含有廃水処理施設

� 酸アルカリ廃水中和処理施設

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処理施設の種類及び型式 酸アルカリ廃水中和処理施設

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート、エポキシ樹脂

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦６，０５０ミリメートル
横１８，９５０ミリメートル
高さ４，８００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処理施設の種類及び型式 弗素含有廃水処理施設

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート、ＦＲＰ、ＳＳ製、エポキ
シ樹脂

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１５，５５０ミリメートル
横２０，２５０ミリメートル
高さ４，８００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり７２立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

通常 ８．０～１０．０

最大 ８．０～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

通常 ８．１３

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 １５

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ２９．５

最大 ４９．５

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２７８

通常 ４．５１

最大 ７．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３０

最大 １，６８０

通常 １，６３０

最大 １，６８０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６３号 ホ 廃ガス
洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり３立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．８～２．０

最大 １．８～２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１以下

最大 ０．０１以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １０
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口

�������
�愛媛県告示第１０６７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋５丁目１１番３号

代表取締役 松本 伸弘

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 第３工場濃縮装置�１

� 第４西工場濃縮装置�１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１２．９平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７

最大 １８

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．５

最大 ７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．５

最大 ４０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．３

最大 ４０．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．９９

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，２９５

最大 ９，０００

備考 この他に、雨水専用排水口が５箇所ある。

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～１０．０

最大 ３．０～１０．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．９１

最大 ９．３６

通常 ７．９１

最大 ９．３６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３．９

最大 ３８．８

通常 ２３．９

最大 ３８．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ５２．７７

通常 ２８．７

最大 ５２．７７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３５

最大 ７．９６

通常 １．３５

最大 ７．９６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０



愛 媛 県 報令和６年１２月６日 第５６７号

８５９

� 第４西工場濃縮装置�２

� 第４西工場濃縮装置�３

� 第４西工場濃縮装置�４

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。



愛 媛 県 報令和６年１２月６日 第５６７号

８６０

� 第４西工場濃縮装置�５

� 第４西工場濃縮装置�６

� 第４西工場濃縮装置�７

� 第４西工場濃縮装置�８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。



愛 媛 県 報令和６年１２月６日 第５６７号

８６１

� 第４西工場濃縮装置�９

� 第４西工場濃縮装置�１０

� 電池研究所フィルタープレス�４

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積２．１２平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積６．６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６



愛 媛 県 報令和６年１２月６日 第５６７号

８６２

� 電池研究所フィルタープレス�５

� 電池研究所フィルタープレス�６

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７７メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和方式及び凝集方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 １４．１

通常 ９．３

最大 １４．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．８

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積０．５３平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１．５９平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．４

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．８

備考 アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設で処理し放流する。
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� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．９

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．５

最大 ３２．２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２６

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７，０００

最大 ９，１５０

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
深さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整方式及び蒸留方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，１９８

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 １２０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３０

最大 ２，００５

通常 １，６３０

最大 ２，００５

備考 処理水は、�１汚水処理施設へ排水する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル 横１５メートル
深さ ５メートル
縦３２メートル 横２５メートル
深さ１４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留方式、酸化方式及び電気分解方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８０

最大 １１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

通常 ３０

最大 ３７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １

通常 ０．２

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２６０

最大 ３１５

通常 ２６０

最大 ３１５

備考 処理水は、�１汚水処理施設へ排水する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．０

最大 ５１．７

通常 １３．０

最大 ５１．７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 １．１８

通常 ０．３０

最大 １．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７９６

最大 ６，１２５

通常 ４，７９６

最大 ６，１２５

備考 処理水は特定排出水以外の排水と合流させ、�１工場排水口より岩鍋
川に排出する。
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�愛媛県告示第１０６８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第３７

号ロ、第４６号ロ、第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状

態（排水系統別の汚染状態を含む）及び排出水の量（排水系統別

の量を含む）

５ 特定施設に関する事項

� ２Ｔ－４０１／２Ｅ－４０２

備考 排水は液中燃焼設備（３ＣＴ）から液中燃焼設備（５ＣＴ）で焼却処

理する。

� ２Ｔ－４０２

備考 排水は液中燃焼設備（３ＣＴ）から液中燃焼設備（５ＣＴ）で焼却処

理する。

� ２Ｄ－４０６

備考 排水は液中燃焼設備（３ＣＴ）から液中燃焼設備（５ＣＴ）で焼却処

理する。

� ５３Ｔ－８０４

� Ｚ－７６５

� ＮＢＴ 新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ 酸素曝気式活性汚泥処理施設

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２３．５

最大 ２８７．７

通常 １２４．７

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １７．５

最大 ７１．４

通常 １８．０

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８３．６

最大 ２１２．３

通常 １７４．７

最大 ２１２．３

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０８．０

最大 １８４．２

通常 １１３．２

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．４

最大 ６９．６

通常 ２９．０

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１０．７

最大 ２４０．９

通常 ２４９．１

最大 ２４９．１

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．８

最大 １１．５

通常 ４．４

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，６６２

最大 ２１，３３９

通常 １４，９１１

最大 １７，９４３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常
（４ＨＢＡ製造時）
６５０
（ＬＣ７－０７製造時）
１未満
最大
（４ＨＢＡ製造時）
６５０
（ＬＣ７－０７製造時）
１未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常
（４ＨＢＡ製造時）
１，２００
（ＬＣ７－０７製造時）
０．１未満
最大
（４ＨＢＡ製造時）
１，２００
（ＬＣ７－０７製造時）
０．１未満

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常
（４ＨＢＡ製造時）
１２０
（ＬＣ７－０７製造時）
０．０１未満
最大
（４ＨＢＡ製造時）
１２０
（ＬＣ７－０７製造時）
０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．８

通常
（４ＨＢＡ製造時）
５．０
（ＬＣ７－０７製造時）
２．５
最大
（４ＨＢＡ製造時）
７．５
（ＬＣ７－０７製造時）
３．８

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

通常
（４ＨＢＡ製造時）
２～３
（ＬＣ７－０７製造時）
６～８
最大
（４ＨＢＡ製造時）
２～３
（ＬＣ７－０７製造時）
６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ５０

最大 ７５

通常
（４ＨＢＡ製造時）
４５，０００
（ＬＣ７－０７製造時）
５０
最大
（４ＨＢＡ製造時）
４５，０００
（ＬＣ７－０７製造時）
７５

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，０００

最大 ７，５００

通常 ３，５００

最大 ５，０００
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６ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ 新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ 酸素曝気式活性汚泥処理施設

� ５ＣＴ 液中燃焼設備

� 北特排 シアン排水処理設備

備考 処理の系統を変更する。

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口（既設）

� 東総合排水口（既設）

�������
�愛媛県告示第１０６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

令和６年１２月６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 敏 � 西条市丹原町高松甲１３５１番地１

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

通常 ２０

最大 ２０

備考 この他に雨水排水口が３４箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６．２

最大 ３５．０

通常 １４．５

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ７０．０

通常 ２９．０

最大 ７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．４

最大 １００．０

通常 ２５．１

最大 １００．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

通常 ０．５７

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５１，２３１

最大 ３３５，１０５

通常 ２３８，６６８

最大 ３２０，６１１

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
４５，１０３
最大
７９，７７４

通常
１０
最大
２０

通常
８２，８９３
最大
１０７，８２５

通常
１０
最大
２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９，９８１
最大
１３，９９１

通常
５０
最大
１００

通常
９，１４７
最大
１２，５６６

通常
５０
最大
１００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
９３
最大
１０６

通常
２４０
最大
３９８

通常
１０３
最大
１２０

通常
２６５
最大
４５０

備考 ２Ｔ－４０１／２Ｅ－４０２、２Ｔ－４０２及び２Ｄ－４０６の廃液を追加で焼却
処理する。

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり処理液１０
６トン処理

１日当たり処理液１５
６トン処理

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６２３．０
最大
１，１６２．６

通常
１２３．５
最大
２８７．７

通常
６２９．１
最大
１，１６２．６

通常
１２４．７
最大
２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２３９．３
最大
８８１．５

通常
１７．５
最大
７１．４

通常
２４５．５
最大
８８１．５

通常
１８．０
最大
７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１，００７．４
最大
１，５００．２

通常
１８３．６
最大
２１２．３

通常
９５９．０
最大
１，５００．２

通常
１７４．７
最大
２１２．３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９．４
最大
３１．９

通常
２．１
最大
５．４

通常
９．７
最大
３１．９

通常
２．２
最大
５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
８，８５４
最大
１０，４７２

通常
８，８５４
最大
１０，４７２

通常
８，６１９
最大
１０，２００

通常
８，６１９
最大
１０，２００

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５２１．８
最大
１，２４２．１

通常
１０８．０
最大
１８４．２

通常
５４７．１
最大
１，２４２．１

通常
１１３．２
最大
１８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４９５．９
最大
８６２．１

通常
２４．４
最大
６９．６

通常
５９０．７
最大
８６２．１

通常
２９．０
最大
６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５２２．０
最大
７１７．６

通常
２１０．７
最大
２４０．９

通常
６１７．３
最大
７１７．６

通常
２４９．１
最大
２４９．１

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２６．１
最大
６８．９

通常
３．８
最大
１１．５

通常
３０．２
最大
６８．９

通常
４．４
最大
１１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７，６６２
最大
２１，３３９

通常
１７，６６２
最大
２１，３３９

通常
１４，９１１
最大
１７，９４３

通常
１４，９１１
最大
１７，９４３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ５．４

通常 ２．２

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，８５４

最大 １０，４７２

通常 ８，６１９

最大 １０，２００
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�愛媛県告示第１０７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が、退任した旨の届出が

あった。

令和６年１２月６日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

退 任

�������
�愛媛県告示第１０７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市斎院樋川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年１２月６日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第１０７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１２月６日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町泊３６３番２から

同町泊３９３番２まで
令和６年１２月６日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 俊 一 松山市余戸中３丁目３－７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内自転車道線
東温市牛渕字割木５９番２地先から

同市牛渕字割木１２０番８地先まで

旧 ４．２～４．２ ０．２６７

新 ４．２～９．４ ０．２８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内自転車道線
東温市牛渕字割木５９番２地先から

同市牛渕字割木１２０番８地先まで
令和６年１２月６日
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�愛媛県告示第１０７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１２月６日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第１０７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１２月６日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第１０７８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和６年１２月６日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第１０７９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年１２月６日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２１号

令和６年１１月２６日
伊予郡砥部町麻生１９７番１、２００番１２、２００番１３

松山市束本一丁目６番１０号１Ｆ

株式会社 松山中央不動産

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２０号

令和６年１１月２６日
東温市北方字古宮甲２５６８番８

東温市北方３１１３番地１

稲 積 佑 介

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２２号

令和６年１１月２７日
伊予郡松前町大字徳丸字諏訪１３０７番４

伊予郡松前町大字徳丸１２１３番地２

淺 田 佑 介

淺 田 真 未

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００４４７ 合同会社清流
愛媛県大洲市若宮２７７
番地３ハイツクローバ
ー２０１

清 水 直 美 就労継続支援
Ｂ型 就労継続支援Ｂ型 凛 愛媛県大洲市若宮２４－

１
令和６年
１０月１日

３８１０７００４５４ 株式会社クロス・サー
ビス

愛媛県松山市来住町１４
５８番地４ 岡 部 純 二 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所ぱずる

愛媛県大洲市東大洲３１
－２

令和６年
１１月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３６００１２３ 一般社団法人うちこ就
労支援福祉会

愛媛県喜多郡内子町城
廻６１３番地１ 佐 野 善 徳 就労継続支援

Ｂ型 ほうしこ作業所 愛媛県喜多郡内子町城
廻６１３番地１

令和６年
１０月３１日
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土木設計積算システム用プリンタ（２台）の借入れ

� 借入物品名及び数量

土木設計積算システム用プリンタ一式

（カラープリンタ２台、搬入、設置、調整、撤去、保守一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書による。

� 借入期間

令和７年２月１日から令和１２年１月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５・６・７年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 国及び地方公共団体等とＰＣ・プリンタ等の事務用機器のレ

ンタル、リースの契約実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ

先

愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室

企画調整Ｇ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６４７

� 入札書の受領期限及び提出先

令和６年１２月１６日（月） 午前１０時００分

愛媛県庁第１別館４階土木管理課内協議スペース

� 開札の日時及び場所

令和６年１２月１７日（火） 午前１０時００分

�愛媛県告示第１０８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 十和吉野線

北宇和郡松野町大字奥野川９７７番地先 旧 ３．９～１０．８ ０．０４１

北宇和郡松野町大字奥野川９７７番 新 ６．４～１１．５ ０．０４１

〃 奈良近永線

北宇和郡鬼北町大字近永１１０７番３地先から

同大字１１０７番５地先まで
旧 ６．０～６．４ ０．０１３

北宇和郡鬼北町大字近永１１０７番３から

同大字１１０７番５まで
新 １２．４～１３．４ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奈良近永線
北宇和郡鬼北町大字近永１１０７番３から

同大字１１０７番５まで
令和６年１２月６日
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４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査

申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けなければな

らない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付時期

令和６年１２月９日（月）から１２月１１日（水）までの執務時

間中

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Printer

２ units

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，１６ December２０２４

� For further informat ion， please contact： System

Administration Section，Technology and Planning Office，

Public Works Administration Division，Administration

Subdepartment，Public Works Department，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２６４７

令和６年１２月６日 発行


